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物件

番号 
所在地 補足説明 

１ 豊中市桜の町六丁目 209 番

外２筆の一部【南西】 

・当該高架橋は、橋梁補修工事の対象橋梁となっているが、補修工事の着手時期は未定である。 

なお、補修工事期間は１年程度を見込んでいる。 

また、工事期間中は全面的な使用不能状況とはならないが、使用不能箇所が随時発生することとなる。 

 

２ 豊中市桜の町六丁目 219 番

外４筆の一部【北西】 

・当該高架橋は、橋梁補修工事の対象橋梁となっており、令和８年度以降に着手する予定である。 

なお、補修工事期間は１年程度を見込んでいる。 

また、工事期間中は全面的な使用不能状況とはならないが、使用不能箇所が随時発生することとなる。 

３ 豊中市桜の町六丁目 220 番

外８筆の一部【北東】 

・当該高架橋は、橋梁補修工事の対象橋梁となっており、令和８年度以降に着手する予定である。 

なお、補修工事期間は１年程度を見込んでいる。 

また、工事期間中は全面的な使用不能状況とはならないが、使用不能箇所が随時発生することとなる。 

４ 豊中市桜の町六丁目 211 番

外 13筆の一部【南東】 

・当該高架橋は、橋梁補修工事の対象橋梁となっているが、補修工事の着手時期は未定である。 

なお、補修工事期間は１年程度を見込んでいる。 

また、工事期間中は全面的な使用不能状況とはならないが、使用不能箇所が随時発生することとなる。 


